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同乗から見る後期摂関権力の確立

は
じ
め
に

本
稿
で
取
り
上
げ
る
同
乗
と
は
、
複
数
人
が
牛
車
や
輿
に
乗
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
状
態
で
移
動
す
る
こ
と
を
指
す
。

同
乗
に
つ
い
て
は
、
服
藤
早
苗
氏
と
東
海
林
亜
矢
子
氏
に
よ
っ
て
母
后
と
天
皇

の
同
乗
）
1
（

、
東
海
林
氏
に
よ
っ
て
后
母
と
娘
・
孫
皇
子
女
の
同
乗
）
2
（

、
倉
田
実
氏
に

よ
っ
て
藤
原
道
長
と
敦
康
親
王
の
同
乗
）
3
（

、
京
樂
真
帆
子
氏
に
よ
っ
て
女
房
た
ち
の

同
乗
と
男
性
貴
族
の
同
乗
が
）
4
（

、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
著
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

母
后
と
天
皇
の
同
乗
は
、
服
藤
氏
に
よ
っ
て
、
后
位
に
あ
る
と
い
う
点
が
重
要

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
東
海
林
氏
は
、「
道
中
の
便
宜
だ

け
で
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
全
般
を
示
唆
す
る
も
の
」
と

し
て
、
政
治
的
な
行
為
で
あ
る
と
述
べ
、
後
見
が
行
幸
と
い
う
場
で
は
母
后
同
乗

と
し
て
表
れ
た
と
し
て
い
る
）
5
（

。
さ
ら
に
、
母
后
の
同
乗
相
手
は
天
皇
に
限
ら
れ
て

お
り
、
天
皇
と
し
か
同
乗
し
な
い
母
后
が
同
乗
す
る
こ
と
で
そ
の
後
見
体
制
を
表

現
し
、
王
権
の
安
定
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

后
母
と
娘
・
孫
皇
子
女
の
同
乗
に
つ
い
て
も
東
海
林
氏
が
、
后
の
母
で
あ
る
と

い
う
立
場
で
も
っ
て
期
待
さ
れ
た
后
の
後
見
で
あ
り
、
孫
皇
子
女
と
の
同
車
も
后

の
後
見
の
一
環
で
あ
る
と
の
考
察
を
示
さ
れ
て
い
る
。
キ
サ
キ
の
後
見
と
し
て
は

入
内
時
の
同
乗
も
あ
り
、
入
内
時
は
女
御
宣
下
前
で
あ
る
た
め
徒
歩
で
の
入
内
が

普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
同
乗
し
て
い
る
母
や
従
妹
の
内
親
王
と
い
う
立
場

に
下
さ
れ
た
輦
車
宣
旨
に
便
乗
す
る
こ
と
で
、「
尊
貴
の
出
で
あ
る
こ
と
や
、
後

ろ
盾
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
」
と
し
て
い
る
）
6
（

。

道
長
と
敦
康
親
王
の
同
乗
は
両
者
に
外
戚
関
係
は
な
い
が
、
道
長
の
娘
藤
原
彰

子
が
親
王
の
養
母
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
道
長
も
敦
康
親
王
の
養
祖
父
と
い

う
立
場
で
あ
っ
た
。
彰
子
所
生
の
敦
成
親
王
が
誕
生
し
て
以
降
、
道
長
が
敦
康
親

王
の
政
治
的
後
見
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
敦
康
親
王
に
皇
位
継
承
の
可
能

性
が
な
く
な
り
さ
え
す
れ
ば
援
助
を
惜
し
ま
な
い
の
だ
と
し
て
、「
同
族
と
の
思

い
も
あ
り
、
こ
の
思
い
が
後
見
を
続
け
も
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
推
察
し
て

い
る
）
7
（

。
女
房
た
ち
の
同
乗
は
、
主
人
が
儀
式
や
行
事
に
出
席
す
る
際
に
随
っ
て
参
列
す

る
場
合
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
は
普
段
乗
る
車
で
は
な
く
主
催
者
側
か
ら
豪
華

な
車
が
用
意
さ
れ
、
女
房
た
ち
は
原
則
四
人
で
同
乗
し
た
。
こ
れ
を
「
人
給
」
と

い
い
、
人
に
見
せ
る
こ
と
を
意
識
し
た
行
列
を
飾
る
目
的
が
あ
り
、
主
人
の
行
列

の
荘
厳
化
が
目
的
で
あ
っ
た
。

同
乗
か
ら
見
る
後
期
摂
関
権
力
の
確
立

檀

上　
　
　
　

遼
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男
性
貴
族
の
同
乗
は
、
藤
原
兼
家
と
為
尊
親
王
の
同
乗
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

「
後
見
し
、
さ
れ
る
関
係
が
「
同
車
」
に
あ
ら
わ
れ
」
て
お
り
、
兼
家
は
親
王
と

の
親
密
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
為
尊
親
王
の
参
内
を
そ
の
周
知
の
場
に
使
っ

た
。
ま
た
、
藤
原
実
資
と
そ
の
子
息
の
資
平
の
同
乗
で
は
、
車
内
で
情
報
伝
達
が

さ
れ
て
お
り
、
牛
車
を
「
手
頃
な
密
室
」
と
表
現
し
て
い
る
。
実
資
親
子
の
同
乗

は
ほ
と
ん
ど
が
資
平
と
の
も
の
で
、
後
継
者
と
さ
れ
た
人
物
と
の
み
、
と
い
う
よ

う
に
同
乗
は
選
択
が
働
く
と
見
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
血
縁
者
や
婚
姻
関
係
者

と
の
同
乗
か
ら
は
同
居
や
尊
重
関
係
が
、
遊
び
の
同
乗
で
は
交
友
関
係
な
ど
、
同

乗
に
は
普
段
か
ら
の
人
間
関
係
が
映
さ
れ
、
こ
の
関
係
は
強
制
・
演
出
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
道
長
は
対
立
す
る
人
物
と
の
同
乗
を
そ
の
空
間
的
密
室
性
か
ら
親
密

さ
を
見
せ
る
た
め
に
政
治
的
に
利
用
し
た
と
す
る
（
（
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
形
の
同
乗
に
つ
い
て
検
討
が
さ
れ
、
同
乗
の
意
図
に

政
治
的
利
用
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
京
樂
氏
も
、
同
乗
の
人
物
に
注
目

す
る
こ
と
で
、「
新
た
な
人
間
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
）
9
（

、
同
乗

の
歴
史
的
注
目
点
と
し
て
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
后
の
同
乗
に
つ

い
て
は
ま
だ
検
討
す
べ
き
事
例
が
あ
り
、
ま
た
東
海
林
氏
の
論
に
は
実
例
と
の
矛

盾
点
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
再
考
も
含
め
て
、
后
の
同
乗
に
注
目
し
後
期
摂
関

家
の
権
力
の
展
開
と
の
関
わ
り
を
見
て
い
く
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

第
一
章

后
の
同
乗

第
一
節

母
后
の
同
乗

「
母
后
」
の
語
は
、「
天
皇
の
母
で
あ
る
后
」
と
「
母
で
あ
る
后
」
と
い
う
意
味

が
あ
り
、
前
者
は
天
皇
の
母
に
限
定
さ
れ
、
後
者
は
天
皇
に
限
ら
ず
皇
子
女
の
母

を
い
う
。
実
際
の
用
例
も
両
方
の
場
合
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
母
親

で
あ
る
后
に
対
し
て
「
母
后
」
の
語
を
使
用
す
る
時
期
が
、
前
者
は
子
ど
も
が
天

皇
に
な
っ
て
か
ら
、
後
者
は
子
ど
も
が
誕
生
し
た
時
か
ら
に
な
り
、
該
当
時
期
に

違
い
が
生
じ
る
。
子
ど
も
が
天
皇
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
母
親
が
持
つ

政
治
的
影
響
力
や
身
位
に
は
大
き
な
違
い
が
現
れ
る
た
め
、「
天
皇
の
母
で
あ
る

后
」
と
「
皇
子
女
の
母
で
あ
る
后
」
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
本
論
で
は
、

「
天
皇
の
母
で
あ
る
后
」
と
し
て
母
后
の
語
を
用
い
る
。

母
后
の
同
乗
に
つ
い
て
は
東
海
林
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
、
幼
帝
の
不
安
定
さ

を
補
う
た
め
に
、
そ
の
後
見
体
制
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
一
条
天
皇
中
宮
藤
原
彰
子
が
即
位
以
前
の
所
生
皇
子
と
同
乗
し
た
形
跡
が
な

い
こ
と
を
根
拠
に
、
母
后
の
同
乗
相
手
は
天
皇
に
限
定
さ
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
、

中
宮
彰
子
が
即
位
以
前
の
所
生
皇
子
と
同
乗
し
て
い
な
い
と
い
う
点
と
、
母
后
の

同
乗
相
手
が
天
皇
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
は
、
実
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
矛
盾

が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
以
下
の
五
例
を
確
認
し
た
い
）
10
（

。

①
『
小
右
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月
十
七
日
条

戌
二
點
行
啓
、〈
出
自
本
宮
西
門
入
給
自
大
宮
院
東
面
北
門
、〉

皇
后
同
輿
若
宮
、〈
敦
成
親
王
、〉

②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
十
二
月
二
十
六
日
条

内
参
中
宮
、
時
戌
、
其
儀
如
常
、
金
造
御
、
宮
々
乗
給
、

③
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
三
月
二
十
一
日
条

又
夜
半
許
太
皇
太
后
宮
・
中
宮
同
車
行
啓
者
、

④
『
左
経
記
』
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
七
月
十
三
日
条

入
夜
皇
太
后
行
啓
御
堂
、
次
大
宮
中
宮
同
輦
、
自
上
東
門
院
遷
御
、

⑤
『
小
右
記
』
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
五
月
二
十
六
日
条

今
夜
太
皇
大
后
・
中
宮
同
輿
入
内
之
後
同
御
車
云
々
、
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①
は
中
宮
彰
子
が
敦
成
親
王
出
産
後
、
初
め
て
の
内
裏
参
入
に
お
い
て
敦
成
親

王
と
同
乗
し
て
い
る
記
事
で
あ
り
、
②
は
同
じ
く
中
宮
彰
子
が
敦
良
親
王
出
産
後
、

初
め
て
の
内
裏
参
入
で
敦
成
・
敦
良
親
王
と
同
乗
し
た
記
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

両
親
王
が
即
位
す
る
以
前
の
こ
と
で
、
東
海
林
氏
が
、
即
位
以
前
の
敦
成
・
敦
良

親
王
と
中
宮
彰
子
が
同
乗
し
た
形
跡
が
な
い
と
い
う
の
は
、
根
拠
と
し
て
成
立
し

な
い
。

そ
し
て
③
は
道
長
の
出
家
に
よ
り
、
太
皇
太
后
彰
子
と
中
宮
威
子
が
内
裏
か
ら

土
御
門
殿
に
同
乗
し
て
行
啓
）
11
（

、
④
は
法
成
寺
金
堂
供
養
の
た
め
、
太
皇
太
后
彰
子

と
中
宮
威
子
が
土
御
門
殿
か
ら
法
成
寺
に
同
乗
し
て
行
啓
）
12
（

、
⑤
は
倫
子
の
見
舞
い

か
ら
太
皇
太
后
彰
子
と
中
宮
威
子
が
同
乗
し
て
還
啓
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
敦
成
親
王
が
後
一
条
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
後
の
記
事
で
あ
る
た
め
、
彰
子

は
母
后
で
あ
る
。
よ
っ
て
天
皇
以
外
に
妹
で
あ
る
中
宮
威
子
と
も
同
乗
し
て
お
り
、

母
后
の
同
乗
相
手
が
天
皇
の
み
と
い
う
点
も
成
立
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
例
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
同
乗
し
て
い
る
場
に
注
目
す
る
。
母
后

と
天
皇
の
同
乗
は
、
即
位
儀
や
祭
礼
行
幸
と
い
っ
た
公
的
行
事
で
の
移
御
の
場
合

に
見
ら
れ
る
。
公
的
な
場
以
外
の
移
御
で
、
母
后
と
天
皇
が
同
乗
し
て
い
る
例
は

な
く
、
公
的
な
場
に
限
定
す
れ
ば
、
母
后
の
同
乗
相
手
が
天
皇
に
限
定
さ
れ
る
と

い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
一
方
、
③
④
⑤
は
父
道
長
の
出
家
、
法
成
寺
供
養
、
母

倫
子
の
見
舞
い
と
、
い
ず
れ
も
母
后
と
后
の
出
身
家
に
関
す
る
要
事
に
際
す
る
同

乗
で
、
私
的
な
移
御
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
の
同
乗
は
、
母
后
と

后
の
間
に
姉
妹
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
母
后
と
后
の
同

乗
は
一
家
三
后
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
、
後
期
摂
関
期
に
限
定
し
て
見
ら
れ
る
特

殊
な
例
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
東
海
林
氏
の
論
を
見
直
す
な
ら
ば
、
母

后
の
同
乗
相
手
は
公
的
な
場
に
お
い
て
は
天
皇
に
限
定
さ
れ
る
が
、
後
期
摂
関
期

に
は
私
的
な
場
で
天
皇
以
外
と
も
同
乗
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
同
乗
す

る
両
者
の
間
に
は
血
縁
関
係
が
あ
る
、
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
母
后
彰
子
と
中
宮
威
子
が
同
乗
し
て
い
る
時
期
に
目
を
向
け
た
い
。
太

皇
太
后
彰
子
と
中
宮
威
子
が
同
乗
し
て
い
る
の
は
、
③
の
道
長
が
出
家
す
る
寛
仁

三
年
（
一
〇
一
九
）
三
月
二
十
一
日
か
ら
、
⑤
の
倫
子
の
見
舞
い
か
ら
共
に
還
啓

す
る
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
五
月
二
十
六
日
ま
で
で
あ
る
。
東
海
林
氏
に
よ
る

と
）
13
（

、
太
皇
太
后
彰
子
は
後
一
条
が
即
位
後
に
内
裏
に
還
御
す
る
と
、
同
じ
く
内
裏

を
居
所
と
し
て
同
居
し
、
治
安
二
年
六
月
頃
に
内
裏
を
出
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は

後
一
条
へ
の
後
見
は
必
要
な
く
な
り
、
摂
関
と
天
皇
の
紐
帯
も
妹
の
中
宮
威
子
が

い
る
た
め
で
あ
る
。
母
后
彰
子
と
後
一
条
の
同
乗
も
、
治
安
元
年
十
月
十
四
日
の

春
日
行
幸
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
同
じ
く
内
裏
で
同
居
し
て
い
た

東
宮
敦
良
親
王
も
元
服
し
、
妹
の
嬉
子
が
入
内
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
皇
太
子
の

日
常
的
後
見
と
摂
関
の
紐
帯
を
妹
に
任
せ
、
彰
子
に
よ
る
子
へ
の
後
見
は
終
了
し

た
と
す
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
母
后
と
天
皇
の
同
乗
は
終
了
し
て
も
、
妹
后
と
の

同
乗
は
続
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
へ
の
後
見
は
終
了
し
て

も
妹
后
へ
の
後
見
は
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
后
の
後
見
と
い
う
点
で
は
、
妍

子
の
後
見
の
た
め
に
同
乗
し
た
倫
子
の
よ
う
で
あ
る
。

中
宮
威
子
は
出
家
前
の
倫
子
と
同
乗
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
太
皇
太

后
彰
子
が
、
後
一
条
が
即
位
し
た
こ
と
で
母
后
と
い
う
権
威
も
手
に
し
た
こ
と
が

関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
彰
子
が
母
后
と
な
る
以
前
の
三
条
朝
に
お
い
て
、
皇
太

后
彰
子
と
中
宮
妍
子
は
同
乗
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
太
皇
太
后
彰
子
が
母
后

で
な
け
れ
ば
、
中
宮
威
子
も
倫
子
と
同
乗
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
従
一

位
で
あ
る
倫
子
よ
り
、
母
后
で
天
皇
か
ら
拝
礼
を
受
け
る
立
場
の
彰
子
の
方
が
よ
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り
強
い
後
見
と
な
る
。
よ
っ
て
、
后
の
後
見
の
担
い
手
は
倫
子
か
ら
母
后
彰
子
に

移
っ
た
。
そ
し
て
、
母
后
彰
子
に
は
、
内
裏
を
出
て
天
皇
と
摂
関
の
紐
帯
と
な
る

役
割
を
終
え
る
前
後
の
期
間
に
中
宮
威
子
と
同
乗
す
る
こ
と
で
、
太
皇
太
后
彰
子

か
ら
中
宮
威
子
へ
の
紐
帯
の
役
割
の
移
行
を
、
背
後
か
ら
支
え
な
が
ら
円
滑
に
進

め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
母
后
と
天
皇
の
同
乗
に
お
け
る
道
長
と
頼
通
の
関
与
に
つ
い
て
も
確

認
し
た
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
以
下
の
四
例
を
確
認
す
る
。

ａ
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
六
月
二
日

鳳
輿
入
自
南
門
、
候
東
橋
頭
、〈
行
事
中
納
言
俊
賢
仰
可
候
葱
花
輦
之
由
、

即
葱
花
輿
候
、
然
而
摂
政
有
命
、
用
鳳
輿
云
々
、（
後
略
）

ｂ
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
七
日

余
申
云
、
主
上
・
太
后
・
東
宮
可
御
也
、
尚
令
用
優
吉
日
尤
可
善
歟
、
太
閤

云
、
太
后(

藤
原
彰
子
）
可
同
輿
給
行
幸
、
即
青
宮
可
渡
給
者
、

ｃ
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
二
十
二
日

次
寄
御
輿
、〈
鳳
輿
、
節
会
及
元
三
日
行
幸
供
鳳
輿
、
臨
時
行
幸
供
葱
花
輿
、

近
代
不
被
尋
旧
令
、
只
供
鳳
輦
耳
、〉

ｄ
『
小
右
記
』
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
十
月
十
四
日

次
寄
御
輿
、〈
鳳
輿
、
失
前
例
、
須
供
葱
花
、
行
事
大
納
言
不
仰
歟
、
亦
不

知
前
例
□
〔
歟
〕、
前
例
左
頭
中
将
朝
任
蔵
人
進
余
許
云
、
可
御
葱
花
形
輿
、

而
寄
鳳
□
〔
與
カ
〕、
若
可
被
仰
可
供
葱
花
輦
之
由
歟
如
何
、
余
答
云
、
神

事
行
幸
□
□
〔
葱
花
カ
〕
之
例
、
今
供
鳳
輦
、
違
失
之
甚
、
然
而
御
輿
已
供
、

至
今
何
為
、
朝
任
諾
、〉
太
后
同
輿
（
太
皇
太
后
藤
原
彰
子
）、〈
永
祚
元
年

例
、〉（
中
略
）
并
朱
雀
門
東
腋
門
、〈
乗
輿
欲
出
御
自
朱
雀
門
、
仍
従
腋
門

可
出
御
由
指
示
左
中
将
朝
任
、
而
依
有
関
白
気
色
可
用
正
門
者
、
延
喜
御
時

可
用
腋
門
由
一
定
了
、
以
此
由
令
申
関
白
、〈
令
御
馬
候
御
後
、〉
有
可
用
腋

門
者
、
仍
出
御
自
東
腋
門
、〉

こ
れ
ら
は
全
て
後
一
条
と
そ
の
母
后
彰
子
の
同
乗
の
記
事
で
あ
る
。
ａ
は
一
条

院
遷
御
の
際
に
、
道
長
の
命
令
で
鳳
輿
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
ｂ
・
ｃ
は
上
東
門
第
遷
御
に
あ
た
り
、
道
長
が
こ
の
行
幸
は
母
后
と
同
乗
す

る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
を
示
し
、
当
日
の
乗
り
物
が
臨
時
の
行
幸
で
は
葱
花
輦
を

用
い
る
と
こ
ろ
旧
例
に
は
な
い
鳳
輿
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
ｄ
は
春
日
社
行
幸
の

際
に
、
神
事
の
行
幸
で
は
前
例
に
な
い
鳳
輿
を
用
い
て
お
り
、
朱
雀
門
を
出
る
時

に
は
腋
門
か
ら
出
た
が
、
頼
通
に
は
正
門
か
ら
出
る
べ
き
と
の
意
が
あ
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
母
后
と
天
皇
の
同
乗
の
記
事
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
乗
り
物
が
規
定
の
葱
花
輦
で
は
な
く
、
天
皇
の
行
幸
で
は

正
式
の
も
の
で
、
節
会
や
元
三
日
に
用
い
ら
れ
る
鳳
輿
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
葱
花
輦
は
天
皇
の
行
幸
で
は
略
式
の
も
の
で
、
神
事
や
臨
時
の

行
幸
に
用
い
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
三
つ
の
事
例
は
葱
花
輦
が
用
い
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
用
い
ら
れ
た
の
は
鳳
輿
で
、
乗
り
物
の
格
が
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
ｄ
の
頼
通
の
意
向
も
、
腋
門
か
ら
の
出
御
よ
り
正
門
か
ら
出
御
す
る

こ
と
で
威
厳
を
よ
り
誇
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ａ
は
土

御
門
殿
か
ら
一
条
院
へ
の
遷
御
、
ｂ
・
ｃ
は
内
裏
か
ら
土
御
門
殿
へ
の
遷
御
、
ｄ

の
春
日
社
は
藤
原
氏
の
氏
神
を
祀
る
社
で
、
格
式
を
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は

全
て
藤
原
氏
や
摂
関
家
に
関
わ
る
場
所
に
関
す
る
行
幸
で
あ
る
。
ｄ
の
よ
う
な
神

事
の
行
幸
の
例
で
は
、
寛
仁
元
年
十
一
月
二
十
五
日
に
賀
茂
社
行
幸
の
記
事
が
あ

り
、
母
后
彰
子
と
後
一
条
の
同
乗
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
規
定
の
通
り
葱
花
輦
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
道
長
や
頼
通
は
、
母
后
と
天
皇
が
同
乗
す
る
行
幸
の
中
で
も

藤
原
氏
や
摂
関
家
が
関
わ
る
行
幸
の
威
儀
を
、
ハ
レ
の
儀
式
に
お
け
る
正
式
の
行

幸
並
み
に
高
め
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
道
長
は
、
車
内
の
空
間
の
狭
さ
が

乗
車
し
て
い
る
人
物
の
関
係
の
親
密
性
を
表
す
と
い
う
同
乗
の
特
性
を
理
解
し
て
、

政
治
的
に
利
用
し
て
い
る
）
14
（

。
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
の
事
例
か
ら
は
、
母
后
と
天
皇
の

同
乗
に
関
し
て
、
道
長
や
頼
通
が
介
入
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
、
自
身
以
外
の
同
乗
も
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

第
二
節

母
后
以
外
の
后
の
同
乗

本
節
で
は
天
皇
の
母
で
あ
る
后
で
は
な
く
そ
れ
以
外
の
后
に
視
点
を
置
き
、
そ

の
同
乗
相
手
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
事
例
と
し
て
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
①
か

ら
⑤
の
他
に
七
例
を
挙
げ
る
。

⑥
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
正
月
十
日
条

人
々
即
参
中
宮
御
方
、
有
酒
饌
座
、〈
東
廂
、〉
待
時
、
申
亥
二
剋
、
倚
御
輿

藤
壺
東
戸
口
、
従
上
御
宿
所
出
給
、
女
一
位
候
御
輿
如
常
、

⑦
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
四
月
十
三
日
条

今
夜
中
宮
行
啓
、
先
坐
皇
太
后
宮
、
次
度
給
左
大
臣
上
東
門
第
云
々
、

『
小
右
記
』
同
年
同
月
十
五
日
条

資
平
来
云
、
去
夕
乍
立
参
皇
太
后
宮
、
相
遇
女
房
云
、
昨
日
行
啓
云
々
左
府

啓
云
々
、（
中
略
）
后
母
同
輿
、

⑧
『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
二
月
九
日
条

亥
終
許
師
重
云
、
西
方
有
火
、（
中
略
）
中
宮
・
東
宮
乗
給
編
代
車
、
御
坐

八
省
東
廊
外
、

⑨
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
九
月
二
十
四
日
条

戌
時
許
東
方
有
火
、（
中
略
）
院
・
宮
同
車
給
御
南
大
路
、

⑩
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
三
月
二
十
二
日
条

此
日
无
量
寺
供
養
、
寅
時
皇
太
后
宮
・
中
宮
同
輦
従
西
渡
給
、

⑪
『
小
右
記
』
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
四
月
一
日
条

無
品
禎
子
内
親
王
於
太
皇
太
后
宮
〈
上
東
門
院
、〉
有
着
裳
事
、
申
時
皇
太

后
禎
子
内
親
王
同
車
度
給
太
后
宮
、

⑫
『
左
経
記
』
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
正
月
二
十
二
日
条

事
了
子
刻
院
宮
殿
上
同
車
、〈
関
白
殿
御
服
車
也
、
黑
筵
張
黑
御
下
簾
、
簾

尻
懸
綱
等
也
云
々
、〉
令
遷
御
西
殿
給
、（
中
略
）
院
宮
下
御
坐
後
、
殿
上
又

令
渡
南
殿
給
云
々
、

①
か
ら
⑤
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
①
②
と
合
わ
せ
て
、
⑪
も
禎
子
内
親
王

の
裳
着
を
太
皇
太
后
彰
子
の
土
御
門
殿
で
行
う
に
あ
た
り
、
禎
子
内
親
王
と
そ
の

母
で
あ
る
皇
太
后
妍
子
が
同
乗
し
た
記
事
で
、
后
と
所
生
皇
子
女
の
例
で
あ
る
。

①
の
同
乗
は
、『
御
堂
関
白
記
』
で
は
中
宮
彰
子
の
母
で
あ
る
源
倫
子
と
敦
成
親

王
の
同
乗
と
記
さ
れ
て
お
り
）
15
（

、『
小
右
記
』
の
記
述
と
『
御
堂
関
白
記
』
の
記
述

と
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、『
小
右
記
』
の
記
主
で
あ

る
藤
原
実
資
が
前
例
に
な
い
こ
と
に
対
し
て
批
判
を
残
す
人
物
で
あ
る
の
に
、
批

判
な
し
に
こ
の
同
乗
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
后
が
所
生
皇
子
と
同
乗
す
る

こ
と
は
当
時
の
認
識
と
し
て
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
②
で
敦
良
親
王
と

中
宮
彰
子
が
同
乗
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
①
で
敦
成
親
王
と
中
宮
彰
子
が
同
乗

し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

⑥
は
三
条
中
宮
藤
原
妍
子
が
懐
妊
し
た
た
め
里
帰
り
す
る
時
に
、
⑦
は
同
じ
く

中
宮
妍
子
が
藤
原
斉
信
の
邸
か
ら
土
御
門
第
に
還
啓
す
る
時
に
、
母
の
倫
子
と
同
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乗
し
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
妍
子
と
倫
子
の
同
乗
は
后
の
後
見
で
あ
ろ
う
が
）
16
（

、
天

皇
に
入
内
し
た
道
長
の
娘
三
人
の
中
で
、
后
位
に
在
る
間
に
出
家
以
前
の
倫
子
と

の
同
乗
の
記
事
が
残
る
の
は
妍
子
の
み
で
あ
る
。
東
海
林
氏
は
、
倫
子
と
娘
后
や

孫
親
王
と
の
同
乗
に
つ
い
て
、
倫
子
が
寛
弘
五
年
の
行
幸
賞
で
従
一
位
と
い
う
高

位
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
万
全
な
後
見
体
制
を
示
し
た
り
、
移
御
を
格
式
高
い
も

の
に
で
き
た
と
す
る
）
17
（

。
倫
子
の
位
が
娘
后
の
後
見
に
な
っ
て
い
た
の
な
ら
、
妍
子

に
同
乗
例
が
集
中
す
る
の
は
、
三
人
の
娘
の
中
で
特
に
妍
子
の
立
場
に
不
安
要
素

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
姉
の
彰
子
の
場
合
は
、
入
内
時
に
は
定
子

が
中
宮
で
、
す
ぐ
に
第
一
皇
子
敦
康
親
王
を
出
産
し
た
が
、
定
子
は
出
家
の
身
で

な
お
か
つ
後
見
も
弱
い
。
さ
ら
に
、
第
二
皇
女
を
出
産
後
定
子
は
崩
御
し
、
彰
子

は
敦
康
親
王
を
養
子
と
し
て
、
関
係
を
構
築
す
る
体
制
も
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

妹
の
威
子
の
場
合
は
、
儲
け
た
の
は
二
人
の
皇
女
の
み
で
あ
っ
た
が
、
後
一
条
天

皇
の
唯
一
の
后
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彰
子
が
母
后
と
し
て
よ
り
強
い
後
見
を
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
一
方
妍
子
の
場
合
、
東
宮
居
貞
親
王
に
入
内
し
た
時
に
は
既
に

藤
原
娍
子
に
四
男
二
女
が
お
り
、
第
一
皇
子
の
敦
明
は
元
服
も
済
ん
で
い
た
。
さ

ら
に
道
長
と
三
条
は
不
仲
で
あ
っ
た
し
、
妍
子
は
皇
子
を
儲
け
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。
彰
子
と
敦
康
親
王
の
よ
う
に
、
他
の
后
の
皇
子
と
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
も
、

そ
の
生
母
が
存
命
で
皇
子
自
身
も
元
服
を
済
ま
す
ほ
ど
成
長
し
て
い
て
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
三
条
即
位
後
に
、
娍
子
に
先
立
っ
て
中
宮
に
立
后
さ
れ
た
も
の
の
、
そ

の
身
位
に
は
不
安
要
素
が
つ
い
て
離
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
三

条
朝
に
お
い
て
も
、
摂
関
家
の
権
威
を
及
ぼ
す
に
は
中
宮
妍
子
の
存
在
が
要
で
あ

り
、
従
一
位
倫
子
の
同
乗
と
い
う
策
が
取
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
一
つ
注
目
し
た
い
の
が
、
娘
后
や
孫
親
王
と
の
同
乗
記
事
が
散
見
す
る

倫
子
が
、
娘
の
入
内
時
に
は
同
乗
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
東
海
林
氏
は
、

入
内
時
の
同
乗
例
と
し
て
、
一
条
女
御
藤
原
元
子
と
そ
の
母
の
盛
子
内
親
王
、
円

融
女
御
藤
原
媓
子
と
そ
の
従
妹
の
選
子
内
親
王
の
例
を
挙
げ
て
い
る
）
18
（

。
入
内
時
は

女
御
宣
下
前
で
あ
る
た
め
徒
歩
で
の
入
内
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
親
王
で

あ
る
母
や
従
妹
が
付
き
添
う
こ
と
で
、
そ
の
内
親
王
と
い
う
地
位
に
輦
車
宣
旨
が

下
さ
れ
、
こ
れ
に
同
乗
す
る
こ
と
で
元
子
や
媓
子
は
徒
歩
で
の
入
内
を
免
れ
た
。

輦
に
乗
る
こ
と
で
天
皇
家
に
近
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
、
確
か
な
後
ろ
盾
を
持
つ

こ
と
を
、
他
の
キ
サ
キ
と
の
違
い
と
し
て
可
視
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
彰
子
・
妍
子
・
威
子
の
入
内
時
を
見
て
み
る
と
、
元
子
・
媓
子
の
入
内

時
と
異
な
る
の
は
、
ま
ず
、
母
倫
子
が
内
親
王
で
な
い
点
で
あ
る
。
倫
子
は
宇
多

天
皇
の
曽
孫
で
は
あ
る
が
、
父
の
代
か
ら
臣
籍
降
下
し
て
お
り
内
親
王
と
比
べ
れ

ば
地
位
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
彰
子
入
内
に
向
け
て
叙

位
が
な
さ
れ
最
終
的
に
従
一
位
を
授
か
る
の
で
あ
り
、
後
ろ
盾
の
ア
ピ
ー
ル
は
十

分
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
う
一
つ
異
な
る
の
は
、
彰
子
・
妍
子
・
威
子

は
入
内
す
る
本
人
に
輦
車
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
）
19
（

。
元
子
・
媓
子
は
自

身
に
輦
車
宣
旨
が
下
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
母
や
従
妹
に
立
場
を
引
き
上
げ
て
も

ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彰
子
・
妍
子
・
威
子
は
本
人
が
輦
に
乗
れ
る
資

格
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
他
の
人
に
立
場
を
引
き
上
げ
て
も
ら
う
必
要
が
な
い
。

む
し
ろ
、
一
人
で
乗
る
方
が
本
人
に
輦
車
宣
旨
が
下
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。
よ
り
効
果
的
に
娘
キ
サ
キ
と
他
の
キ
サ
キ
と
の
違
い
を
引
き
立
た
せ
る
た

め
、
同
乗
す
る
に
も
状
況
を
見
て
選
択
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

⑧
は
内
裏
が
焼
亡
し
た
際
に
、
中
宮
妍
子
と
東
宮
敦
成
親
王
が
網
代
車
に
乗
っ

て
避
難
す
る
記
事
で
）
20
（

、
甥
と
の
同
乗
例
で
あ
り
、
⑨
は
枇
杷
殿
が
焼
亡
し
た
際
に
、

三
条
院
と
中
宮
妍
子
が
同
乗
し
て
避
難
し
た
記
事
で
、
院
と
の
同
乗
例
で
あ
る
。

こ
の
二
例
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
述
べ
る
。
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③
④
⑤
の
他
に
、
⑩
は
法
成
寺
金
堂
供
養
に
際
し
て
太
皇
太
后
彰
子
と
中
宮
威

子
が
、
⑫
は
法
成
寺
に
お
け
る
道
長
の
七
十
七
日
法
要
に
際
し
て
女
院
彰
子
と
中

宮
威
子
、
倫
子
が
同
乗
し
た
記
事
で
、
彰
子
・
妍
子
・
威
子
三
姉
妹
の
内
の
二
人

の
組
み
合
わ
せ
で
同
乗
し
て
い
る
。
五
例
の
内
、
四
例
が
彰
子
と
威
子
の
組
み
合

わ
せ
で
、
残
り
一
例
は
妍
子
と
威
子
の
組
み
合
わ
せ
に
な
り
、
彰
子
と
妍
子
の
組

み
合
わ
せ
も
三
人
で
の
同
乗
も
な
い
。
組
み
合
わ
せ
の
内
、
一
人
は
威
子
に
確
定

し
て
い
る
。
彰
子
と
威
子
の
組
み
合
わ
せ
が
多
い
の
は
、
彰
子
が
後
一
条
天
皇
の

母
と
し
て
、
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
六
月
頃
ま
で
内
裏
に
同
居
し
、
以
降
は
土

御
門
殿
を
居
所
と
し
た
が
、
度
々
内
裏
に
滞
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
）
21
（

。
但
し
、

⑩
の
時
は
彰
子
は
土
御
門
殿
、
威
子
は
内
裏
に
い
る
た
め
、
威
子
が
一
旦
土
御
門

殿
に
移
っ
て
共
に
法
成
寺
に
移
御
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
旦
土
御
門
殿
に
移
っ
て

姉
妹
で
移
御
す
る
の
は
、
⑩
の
皇
太
后
妍
子
と
中
宮
威
子
の
同
乗
で
も
行
わ
れ
て

い
る
。
母
后
で
あ
る
姉
后
と
妹
后
の
同
乗
は
、
天
皇
と
摂
関
の
紐
帯
と
な
る
役
割

の
移
行
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
）
22
（

、
そ
れ
以
外
に
姉
妹
の
同
乗
に

は
、
一
家
三
后
を
成
し
得
た
摂
関
家
の
権
威
の
示
威
と
い
う
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

⑩
で
妍
子
と
威
子
の
組
み
合
わ
せ
が
一
例
の
み
見
え
る
の
は
、
こ
の
時
太
皇
太
后

彰
子
は
妍
子
と
威
子
に
遅
れ
て
内
裏
か
ら
移
っ
て
お
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
中
宮

威
子
と
同
乗
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
彰
子
に
代
わ
り
皇
太
后
妍
子
が
同

乗
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

三
后
を
占
め
て
い
る
と
い
う
の
は
道
長
家
に
と
っ
て
他
家
に
は
な
い
強
み
で
あ

る
が
、
公
的
な
場
で
は
こ
れ
を
発
揮
す
る
機
会
が
な
か
な
か
無
く
、
母
后
は
天
皇

と
の
同
乗
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
出
身
家
の
要
事
と
い
う
私
的
な
場
に
お
い
て
な

ら
、
血
縁
関
係
を
前
提
と
し
て
姉
妹
の
同
乗
が
可
能
に
な
り
、
ア
ピ
ー
ル
の
機
会

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
母
后
と
天
皇
の
同
乗
に
お
い
て
、
道
長
ら
が
干
渉
し
同

乗
を
政
治
的
に
他
者
に
も
利
用
し
た
と
述
べ
た
が
、
姉
妹
の
同
乗
も
摂
関
権
力
の

浸
透
と
展
開
の
た
め
の
同
乗
の
利
用
で
あ
っ
た
。

以
上
の
記
事
か
ら
、
母
后
以
外
の
后
の
同
乗
相
手
は
子
ど
も
、
母
親
、
甥
、
院
、

姉
妹
と
、
母
后
の
よ
う
に
は
特
定
の
人
物
に
限
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

む
し
ろ
天
皇
と
の
同
乗
が
見
ら
れ
な
い
。
母
后
と
そ
れ
以
外
の
后
で
は
、
同
乗
相

手
に
明
確
な
違
い
が
表
れ
て
い
る
。

第
三
節

女
院
の
同
乗

過
去
に
后
で
あ
っ
た
と
い
う
性
格
を
持
つ
者
と
し
て
女
院
の
同
乗
も
取
り
上
げ

る
。女

院
の
同
乗
は
⑫
の
一
例
の
み
が
確
認
で
き
た
。
上
東
門
院
彰
子
の
例
し
か
見

ら
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
彼
女
に
注
目
す
る
が
、
彰
子
が
后
で
あ
っ
た
こ
ろ
と

比
べ
て
例
が
格
段
に
減
少
し
て
い
る
。

要
因
と
し
て
は
彰
子
が
后
位
を
降
り
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
天
皇
の
後
見
が

終
了
し
て
い
る
た
め
、
彰
子
が
同
乗
す
る
な
ら
中
宮
威
子
と
の
同
乗
が
想
定
で
き

る
が
、
天
皇
と
摂
関
の
紐
帯
の
役
割
の
移
行
と
し
て
の
同
乗
も
、
⑤
の
翌
三
年
五

月
二
十
六
日
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、
約
一
年
を
も
っ
て
紐
帯
の
役
割
の
後

見
は
終
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
后
位
を
降
り
れ
ば
彰
子
は
三
后
か
ら

外
れ
る
こ
と
と
な
り
、
三
后
を
占
め
て
い
る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
も
出
来
な
く
な
る

た
め
中
宮
威
子
と
同
乗
す
る
意
味
は
な
く
な
る
。

女
院
と
な
っ
て
も
天
皇
の
母
と
い
う
性
格
が
無
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、

そ
の
権
威
で
も
っ
て
後
見
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
子
の
後
朱
雀
天
皇
も
孫
の
後
冷

泉
天
皇
も
即
位
時
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
八
歳
、
二
十
一
歳
で
あ
る
た
め
、
同
乗
は
不

必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
女
院
で
あ
る
た
め
天
皇
と
の
同
乗
は
で
き
な
い
）
23
（

。
中
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宮
威
子
と
同
乗
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
后
と
の
同
乗
は
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
后
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
だ
ろ
う
妹
の
嬉
子
は
後
朱
雀
天
皇
の
東
宮
時

代
に
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
以
降
の
后
は
、
姉
妹
や
子
ほ
ど
の
血
縁
は

な
い
。
ま
た
、
内
裏
焼
亡
な
ど
の
臨
時
的
な
場
合
を
除
い
て
同
居
し
て
い
な
い
た

め
、
同
乗
す
る
状
況
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
状
況
的
に
も
同
乗

す
る
に
は
条
件
が
揃
わ
ず
、
同
乗
の
記
事
は
減
少
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
乗
の
政

治
的
利
用
は
、
同
居
、
后
位
、
血
縁
と
い
う
条
件
に
拠
っ
て
い
た
。

で
は
、
女
院
彰
子
と
中
宮
威
子
の
姉
妹
の
同
乗
に
よ
る
后
位
の
掌
握
の
ア
ピ
ー

ル
で
は
な
い
な
ら
、
こ
の
⑫
の
同
乗
を
ど
う
見
る
か
。
こ
れ
は
倫
子
が
天
皇
生
母

の
彰
子
と
中
宮
威
子
と
同
乗
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
三
者
は
法

成
寺
か
ら
土
御
門
殿
に
移
っ
て
お
り
、
行
き
先
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
大
前
提
で

は
あ
る
。
加
え
て
、
道
長
の
死
に
よ
っ
て
権
力
者
の
妻
と
い
う
性
質
を
失
っ
た
倫

子
は
、
天
皇
生
母
と
中
宮
の
母
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、

道
長
亡
き
後
も
摂
関
家
の
尊
ば
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章

同
乗
さ
れ
る
場

第
一
節

公
的
な
場
と
私
的
な
場

同
乗
さ
れ
る
場
は
公
的
な
場
と
私
的
な
場
に
分
け
ら
れ
る
。

公
的
な
場
は
儀
式
や
諸
社
寺
・
邸
へ
の
移
御
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
後
一

条
即
位
式
や
）
24
（

、
ｄ
の
例
に
見
え
る
春
日
社
行
幸
な
ど
）
25
（

、
諸
社
寺
行
幸
で
の
母
后
と

天
皇
の
同
乗
、
ま
た
、
彰
子
と
所
生
皇
子
の
内
裏
還
啓
で
の
同
乗
）
26
（

、
妍
子
の
懐
妊

に
よ
る
退
出
で
の
母
倫
子
と
の
同
乗
な
ど
）
27
（

、
后
の
里
第
退
出
・
内
裏
還
啓
に
お
け

る
同
乗
も
、
こ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

私
的
な
場
は
祭
見
物
、
遊
覧
、
出
身
家
の
要
事
で
の
移
御
が
挙
げ
ら
れ
る
。
祭

見
物
で
の
同
乗
は
、
前
期
摂
関
期
で
は
賀
茂
臨
時
祭
に
お
け
る
藤
原
忠
平
・
成
明

親
王
）
28
（

、
後
期
摂
関
期
で
は
賀
茂
祭
に
お
け
る
道
長
・
伊
周
）
29
（

、
道
長
・
三
条
天
皇
皇

子
四
名
）
30
（

、
そ
し
て
、
道
長
・
敦
成
親
王
）
31
（

、
道
長
・
敦
康
親
王
・
敦
良
親
王
の
同
乗

な
ど
の
例
が
あ
る
）
32
（

。

忠
平
・
成
明
親
王
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、
祭
見
物
で
の
同
乗
は
前
期
摂
関
期
か

ら
見
ら
れ
る
。
忠
平
と
成
明
親
王
は
、
忠
平
の
妹
で
あ
る
穏
子
が
成
明
親
王
の
母

で
あ
る
た
め
伯
父
・
甥
関
係
で
あ
る
。
成
明
親
王
は
当
時
ま
だ
皇
太
子
で
は
な

か
っ
た
が
、
兄
の
朱
雀
天
皇
に
未
だ
子
が
な
い
中
、
中
宮
穏
子
の
子
で
天
皇
の
弟

と
い
う
こ
と
も
あ
り
皇
位
継
承
者
に
な
る
可
能
性
は
最
も
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
成
明
親
王
と
の
外
戚
関
係
の
強
調
と
さ
ら
な
る
関
係
構
築
が
こ
の
同
乗
の
目

的
で
あ
る
思
わ
れ
る
。
道
長
と
孫
親
王
の
同
乗
、
中
で
も
敦
成
親
王
・
敦
良
親
王

と
の
同
乗
も
、
忠
平
と
成
明
親
王
の
同
乗
と
目
的
は
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。

道
長
と
敦
康
親
王
の
同
乗
は
倉
田
氏
に
よ
る
と
、
孫
で
あ
る
こ
と
と
同
族
意
識

か
ら
後
見
と
し
て
行
わ
れ
た
と
あ
る
）
33
（

。
確
か
に
敦
康
親
王
と
の
同
乗
も
、
敦
成
親

王
・
敦
良
親
王
と
の
同
乗
も
、
孫
を
祭
見
物
に
連
れ
て
行
く
と
い
う
意
図
は
勿
論

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
特
に
敦
康
親
王
と
道
長
の
同
乗
は
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）

四
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
、
彰
子
所
生
の
敦
成
親
王
・
敦
良
親
王
が
誕
生
し
た
後
、

さ
ら
に
は
敦
成
親
王
が
後
一
条
と
し
て
即
位
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
道
長
に

と
っ
て
は
皇
位
継
承
の
圏
外
に
あ
る
敦
康
親
王
と
同
乗
す
る
こ
と
で
、
何
か
政
治

的
な
効
果
を
期
待
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
敦
成
親
王
や
敦
良
親

王
は
、
確
か
な
後
見
を
持
つ
皇
位
継
承
者
、
も
し
く
は
、
そ
う
成
り
得
る
存
在
で

あ
り
、
こ
の
両
者
と
の
同
乗
は
道
長
に
と
っ
て
次
期
天
皇
と
の
関
係
の
強
調
と
構

築
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
親
王
と
の
同
乗
は
単
に
祖
父
・
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孫
の
同
乗
と
い
う
要
素
だ
け
で
は
な
い
。
現
に
、
三
条
院
は
敦
康
親
王
・
敦
良
親

王
に
、
物
忌
と
称
し
て
道
長
の
桟
敷
に
行
か
な
い
よ
う
に
と
ど
め
て
い
る
）
34
（

。
野
田

有
紀
子
氏
に
よ
る
と
、「
一
緒
に
見
物
す
る
こ
と
は
両
者
の
親
密
度
や
従
属
関
係

を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
皇
は
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
」
と
あ
っ
て
、

見
物
で
の
同
席
・
同
乗
の
関
係
構
築
の
場
と
し
て
の
政
治
性
を
表
し
て
い
る
）
35
（

。

皇
太
子
と
外
戚
の
関
係
構
築
に
つ
い
て
は
、
東
海
林
氏
に
よ
る
母
后
の
内
裏
居

住
に
つ
い
て
の
検
討
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
皇
太
子
の
居
所
が
穏
子
の
こ
ろ

に
内
裏
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
皇
太
子
が
幼
い
う
ち
か

ら
「
次
代
天
皇
と
次
代
母
后
、
外
戚
の
間
に
ミ
ウ
チ
意
識
を
育
て
る
シ
ス
テ
ム
が

作
動
す
る
」。
こ
れ
に
よ
り
、
宇
多
天
皇
の
こ
ろ
に
一
旦
途
絶
し
て
い
た
摂
関
政

治
は
穏
子
の
兄
の
忠
平
が
摂
政
と
な
り
再
開
し
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
36
（

。
皇

太
子
や
皇
太
子
に
成
り
得
る
人
物
と
の
関
係
構
築
は
、
そ
の
人
物
が
即
位
し
た
後

の
摂
関
政
治
の
円
満
な
運
営
に
関
わ
る
た
め
、
な
る
べ
く
早
い
段
階
か
ら
開
始
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
の
関
係
構
築
を
進
め
て
い
く

た
め
に
、
血
縁
の
強
さ
を
意
識
さ
せ
る
目
的
で
同
居
の
他
の
ツ
ー
ル
と
し
て
同
乗

も
用
い
ら
れ
た
。
皇
太
子
・
外
戚
の
本
人
同
士
に
よ
る
同
乗
は
、
母
后
を
仲
介
す

る
同
居
以
上
に
両
者
の
関
係
性
を
密
接
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
同
乗
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
祭
見
物
の
場
で
あ
る
。
仁

藤
智
子
氏
に
よ
る
と
、
見
物
は
平
安
初
期
に
お
け
る
光
孝
天
皇
の
御
禊
行
幸
の

「
縦
観
」
を
王
権
が
許
し
た
こ
と
で
観
客
の
存
在
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
と

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
見
物
自
体
も
規
模
や
華
麗
さ
、
人
間
関
係
な
ど
に
注
目
し
て
、

第
三
者
か
ら
見
物
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
）
37
（

。
京
樂
氏
が
「
誰
と
誰
が
同
車
し
て
い
る

か
は
、
外
か
ら
見
て
わ
か
る
。
同
車
す
る
関
係
に
注
目
す
る
が
ゆ
え
に
、
実
資
も

日
記
に
他
人
の
同
車
を
四
二
例
記
録
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
）
38
（

、
見
物
人
の

人
間
関
係
に
対
す
る
注
目
は
高
か
っ
た
。
ま
た
、
野
田
氏
に
よ
る
と
、「
一
条
朝

後
半
〜
院
政
期
に
か
け
て
権
力
者
の
見
物
所
に
参
集
し
て
見
物
す
る
例
が
増
加
」

し
、
道
長
政
権
以
降
は
祭
礼
見
物
の
場
に
政
治
的
秩
序
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
見
物
は
単
な
る
私
的
な
行
為
以
上
の
意
味
合
い
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と

あ
る
）
39
（

。
見
物
の
場
は
、
貴
族
に
と
っ
て
は
私
的
な
興
で
あ
り
な
が
ら
も
、
政
治
的
な
注

目
を
し
、
ま
た
注
目
を
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
当
人
た
ち

の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
道
長
も
公
卿
が
参
集
す
る
自

身
の
桟
敷
に
、
孫
親
王
と
同
乗
し
て
見
物
に
訪
れ
た
。
自
身
に
向
け
ら
れ
る
注
目

を
利
用
し
て
、
親
王
と
同
乗
で
き
る
立
場
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
親
王
を
皇
位
継
承

者
と
し
て
望
み
後
見
し
て
い
る
こ
と
を
周
囲
に
知
ら
し
め
る
に
は
最
適
で
あ
っ
た
。

参
集
し
た
公
卿
に
は
、
そ
の
後
見
体
制
に
基
づ
く
道
長
の
外
孫
擁
立
の
方
針
へ
の

賛
同
も
期
待
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
賀
茂
祭
な
ど
の
祭
は
毎
年
恒
例
に
行

わ
れ
る
た
め
、
そ
の
見
物
の
場
は
定
期
的
で
確
実
な
機
会
で
あ
る
。
祭
見
物
の
場

が
関
係
の
構
築
と
ア
ピ
ー
ル
の
場
と
い
う
認
識
は
前
期
摂
関
期
に
は
存
在
し
て
お

り
、
後
期
摂
関
期
に
も
引
き
継
が
れ
、
祭
見
物
時
の
同
乗
の
例
が
頻
出
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

緊
急
時

同
乗
の
場
に
は
、
公
的
な
場
と
私
的
な
場
以
外
に
、
緊
急
時
の
同
乗
が
あ
り
、

⑧
⑨
と
次
に
挙
げ
る
⑬
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

⑬
『
権
記
』
寛
弘
六
年
十
月
四
日

則
孝
朝
臣
云
、
南
方
失
火
云
々
、（
中
略
）
一
宮
・
一
品
宮
同
車
御
南
門
、

⑬
は
一
条
院
内
裏
が
焼
亡
し
た
際
に
敦
康
親
王
と
姉
の
脩
子
内
親
王
が
同
乗
し
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て
避
難
し
た
記
事
で
あ
る
。

⑧
⑬
は
そ
れ
ぞ
れ
、
同
乗
し
て
い
る
女
性
が
親
王
の
後
見
を
担
っ
て
い
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
⑬
は
中
宮
彰
子
に
敦
成
親
王
が
誕
生
し
た
後
で
、
敦
康
親
王
の

後
見
的
役
割
は
姉
で
准
三
宮
の
脩
子
内
親
王
が
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
⑧

に
つ
い
て
は
、
東
宮
敦
成
親
王
の
母
で
あ
る
皇
太
后
彰
子
は
一
条
天
皇
崩
御
の
の

ち
枇
杷
殿
に
御
在
所
を
移
し
、
東
宮
敦
成
親
王
は
内
裏
凝
華
舎
に
、
中
宮
妍
子
は

内
裏
飛
香
舎
に
入
っ
て
い
る
。
三
条
朝
に
お
い
て
、
内
裏
焼
亡
の
場
合
を
除
い
て

彰
子
・
敦
成
親
王
親
子
は
同
居
し
て
い
な
い
た
め
、
同
居
し
て
日
常
的
に
母
親
代

わ
り
と
な
っ
た
の
は
彰
子
の
妹
で
敦
成
親
王
の
叔
母
で
あ
る
中
宮
妍
子
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
敦
成
親
王
は
東
宮
位
に
あ
り
外
祖
父
道
長
も
左
大
臣
で
は
あ
っ
た
が
、

後
宮
内
に
最
も
身
近
に
い
て
後
見
と
な
る
母
が
い
な
い
と
い
う
の
は
不
安
が
残
る

し
、
東
宮
と
外
祖
父
の
紐
帯
と
な
る
存
在
が
不
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

叔
母
・
甥
と
い
う
血
縁
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
中
宮
妍
子
が
後
宮
に
い
る
こ
と
で
、

東
宮
を
擁
す
る
人
物
を
後
宮
に
確
保
で
き
、
東
宮
と
外
祖
父
の
紐
帯
と
も
な
っ
た
。

中
宮
妍
子
自
身
も
東
宮
を
擁
す
る
こ
と
で
、
皇
子
が
な
い
と
い
う
後
宮
内
で
の
立

場
の
弱
さ
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
中
宮
妍
子
に
皇
子
の
誕
生
が
な

か
っ
た
こ
と
は
、
妍
子
に
と
っ
て
も
摂
関
家
に
と
っ
て
も
不
利
な
状
況
で
は
あ
っ

た
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
中
宮
妍
子
に
よ
る
甥
へ
の
円
満
な
後
見
が
可
能
だ
っ
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
十
一
月
十
七
日
の
内
裏
焼
亡
で
は
、
敦
成
親
王
誕
生

前
で
あ
る
た
め
中
宮
彰
子
と
敦
康
親
王
が
共
に
避
難
し
て
い
る
）
40
（

。
こ
の
時
に
は
同

乗
は
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
例
も
合
わ
せ
て
み
る
と
、
緊
急
時
に
は
親
王
が
幼
け

れ
ば
そ
の
後
見
と
な
る
母
、
も
し
く
は
母
代
わ
り
と
な
る
人
物
が
共
に
避
難
す
る

傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
の
三
条
院
と
中
宮
妍
子
の
同
乗
か
ら
は
、
天
皇
位
に
在
る
時
と
位
を
降
り
て

か
ら
の
同
乗
相
手
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
天
皇
が
幼
少
時
で
あ
れ
ば
母
后
が
同
乗

す
る
が
、
成
人
し
て
か
ら
誰
か
と
同
乗
す
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。
厳
密
に
言
え
ば
、

後
一
条
天
皇
は
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
に
九
歳
で
元
服
し
た
後
も
、
治
安
元
年

の
十
四
歳
ま
で
母
后
彰
子
と
同
輿
を
し
て
い
る
か
ら
、
成
人
と
言
っ
て
も
元
服
が

済
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
立
で
き
る
と
判
断
で
き
る
年
齢
に
な
る
と
、

同
輿
を
し
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
院
と
后
が
同
乗
し
て
お
り
、

在
位
時
と
天
皇
位
を
降
り
て
上
皇
と
な
っ
て
か
ら
で
は
明
確
な
違
い
が
生
じ
る
こ

と
が
分
か
る
。

天
皇
が
幼
年
で
あ
る
場
合
に
母
后
と
同
輿
す
る
の
は
、
幼
年
で
あ
る
が
故
の
不

安
定
さ
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
母
后
を
通
し
て
確
か
な
後
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と

の
顕
示
と
移
御
の
補
佐
の
た
め
で
あ
る
が
、
天
皇
が
自
立
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば

そ
の
必
要
は
な
く
な
る
。
嵯
峨
上
皇
の
こ
ろ
か
ら
上
皇
が
内
裏
に
中
に
入
る
こ
と

が
な
く
な
り
、
王
権
の
主
体
は
天
皇
た
だ
一
人
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
て
き

た
。
移
御
に
際
し
て
成
人
天
皇
が
一
人
で
乗
輿
す
る
の
も
、
た
だ
一
人
の
王
権
の

主
体
で
あ
る
こ
と
の
可
視
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
故
に
天
皇
位
を
降
り
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
超
越
性
を
失
い
唯
一
の
王
権
の
主
体
の
可
視
化
で
あ
る
必
要
が

な
く
な
る
た
め
、
同
乗
が
可
能
に
な
っ
た
。
身
位
の
変
化
が
同
乗
に
も
影
響
す
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
同
乗
し
て
い
る
の
が
中
宮
妍
子
で
あ
る
の
は
こ
の
時
両
者
が
枇

杷
殿
で
同
居
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
皇
子
を
四
人
儲
け
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が

皇
太
子
と
な
っ
て
い
る
皇
后
娍
子
は
同
居
せ
ず
、
皇
子
の
な
い
中
宮
妍
子
が
正
妻

と
み
な
さ
れ
た
。
東
海
林
氏
に
よ
る
と
、
道
長
に
と
っ
て
娍
子
所
生
の
敦
明
親
王

は
脅
威
で
あ
り
、
娍
子
と
三
条
院
を
別
居
に
す
る
こ
と
で
敦
明
親
王
と
院
も
別
居
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す
る
こ
と
に
な
り
、「
皇
太
子
と
院
の
勢
力
を
不
用
意
に
結
集
さ
せ
な
い
効
果
も

あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
）
41
（

。
同
乗
の
前
提
に
は
同
居
が
あ
る
が
、
誰
が
同
居
し
て
誰

が
し
な
い
か
は
摂
関
家
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
同
乗
の

組
み
合
わ
せ
に
つ
な
が
っ
た
。

以
上
、
避
難
時
の
同
乗
の
例
を
見
た
が
、
時
間
的
余
裕
の
な
い
中
で
共
に
避
難

す
る
と
な
れ
ば
、
同
じ
も
し
く
は
近
い
殿
舎
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
同
乗

し
て
い
る
人
物
が
日
常
的
に
近
い
距
離
で
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
緊
急

時
だ
か
ら
こ
そ
意
図
や
計
算
で
な
く
表
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
同
乗
し
て
い
る
人

物
の
組
み
合
わ
せ
に
は
摂
関
家
の
政
治
的
意
図
が
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
変
化
に

左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
章

前
期
摂
関
期
と
後
期
摂
関
期
に
お
け
る
違
い

前
期
摂
関
期
と
比
較
す
る
と
、
後
期
摂
関
期
の
同
乗
は
多
用
さ
れ
、
多
様
化
す

る
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
る
。

特
に
天
皇
家
・
摂
関
家
に
関
す
る
同
乗
に
注
目
す
る
と
、
前
期
の
記
録
と
し
て

『
九
暦
』『
貞
信
公
記
』
を
確
認
し
た
中
で
、
そ
の
内
容
が
詳
細
で
な
い
こ
と
は
留

意
す
べ
き
だ
が
、
天
皇
と
母
后
、
親
王
と
外
戚
ま
た
は
権
力
者
と
い
っ
た
同
乗
の

例
が
見
ら
れ
る
）
42
（

。
対
し
て
、
後
期
摂
関
期
は
同
乗
記
事
自
体
が
圧
倒
的
に
多
く
、

天
皇
と
母
后
、
親
王
と
外
戚
一
族
、
后
と
后
母
、
后
と
親
王
、
后
同
士
、
院
と
后
、

と
い
っ
た
よ
う
に
同
乗
す
る
人
物
の
組
み
合
わ
せ
の
増
加
に
伴
っ
て
、
同
乗
さ
れ

る
場
も
広
ま
り
を
見
せ
る
）
43
（

。
そ
の
中
で
も
特
に
、
后
に
関
す
る
同
車
は
新
た
に
見

ら
れ
る
例
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
后
同
士
の
同
乗
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
の
后
同
士
の
同
乗
は

私
的
な
場
に
お
い
て
姉
妹
と
い
う
強
い
血
縁
関
係
を
も
と
に
し
た
、
道
長
の
娘
た

ち
に
見
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

姉
妹
で
后
と
い
う
例
は
宇
多
・
醍
醐
朝
に
も
見
え
る
。
宇
多
女
御
の
藤
原
温
子

と
醍
醐
中
宮
藤
原
穏
子
は
藤
原
基
経
の
娘
で
あ
る
。
宇
多
・
醍
醐
二
代
の
天
皇
に

一
家
か
ら
娘
が
入
内
し
て
い
る
の
は
道
長
と
も
類
似
す
る
。
し
か
し
、
温
子
・
穏

子
の
頃
に
は
姉
妹
の
同
乗
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
温
子
・
穏
子
姉

妹
と
彰
子
・
妍
子
・
威
子
姉
妹
の
違
い
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

藤
原
温
子
は
藤
原
基
経
と
嵯
峨
天
皇
皇
子
忠
良
親
王
の
娘
で
あ
る
操
子
女
王
を

父
母
と
す
る
。
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
に
宇
多
天
皇
に
更
衣
と
し
て
入
内
し
、
同

年
女
御
宣
下
を
受
け
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
に
は
内
親
王
を
出
産
す
る
。
寛
平

九
年
、
宇
多
天
皇
譲
位
に
際
し
て
皇
太
夫
人
と
な
り
、
中
宮
と
称
さ
れ
、
中
宮
職

も
置
か
れ
た
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
出
家
、
同
七
年
六
月
八
日
に
三
十
六
歳

で
崩
御
す
る
。
宇
多
女
御
藤
原
胤
子
の
没
後
、
そ
の
遺
児
で
の
ち
に
醍
醐
と
な
る

敦
仁
親
王
の
養
母
と
な
っ
て
い
た
。

皇
太
夫
人
に
関
し
て
は
、
服
藤
早
苗
氏
が
春
名
宏
昭
氏
の
論
よ
り
、
后
位
と
法

制
上
は
同
等
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
宝
令
に
よ
っ
て
、
成
立
当
初
か
ら
天
皇
大
権
の

代
行
と
い
う
機
能
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
さ
れ
て
い
る
。
温
子
に
皇
太

夫
人
の
位
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
醍
醐
の
養
母
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
生
母

で
は
な
か
っ
た
た
め
皇
太
后
に
昇
る
こ
と
は
な
く
、
夫
天
皇
が
譲
位
後
は
、
内
裏

に
入
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
）
44
（

。

藤
原
穏
子
は
同
じ
く
基
経
と
仁
明
の
皇
子
人
康
親
王
の
娘
を
父
母
と
し
、
延
喜

元
年
（
九
〇
一
）
女
御
宣
下
を
受
け
、
延
長
元
年
（
九
二
三
）
に
中
宮
と
な
る
。

承
平
元
年
（
九
三
一
）
に
は
皇
太
后
、
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
に
は
太
皇
太
后
と

な
り
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
に
七
十
歳
で
崩
御
す
る
。
延
長
元
年
七
月
二
十
四

日
に
朱
雀
天
皇
と
な
る
寛
明
親
王
を
、
延
長
四
年
六
月
二
日
に
村
上
天
皇
と
な
る
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【表 1】
年 月 日 場 人物

承平 2（932） 10月 25日 大嘗会御禊 穏子・朱雀
11月 13日 大嘗会 穏子・朱雀

承平 3（933） 9 月 26日 大極殿行幸 穏子・朱雀
天慶元（938） 11月 30日 賀茂臨時祭 忠平・成明親王
天暦 2（948） 1 月 2 日 朱雀院移御 主人卿（式部卿敦実親王）・中務卿（重明親王）・師補

【表 2】
年 月 日 場 人物

寛和 2（986） 12月 20日 円融寺行幸 詮子・一条天皇
永祚元（989） 2 月 16日 円融寺朝覲行幸 詮子・一条天皇

3月 22日 春日社行幸 詮子・一条天皇
正暦元（990） 1 月 11日 円融寺行幸 詮子・一条天皇
寛弘元（1004） 3 月 28日 白河殿御覧 花山院・道長

4月 20日 賀茂祭見物 倫子・敦康親王
5月 27日 土御門第御幸 花山院・道長
10月 21日 平野・北野社行幸見物 倫子・敦康親王

寛弘 2（1005） 4 月 20日 賀茂祭見物 道長・伊周
寛弘 5（1008） 11月 17日 内裏参入 彰子・敦成親王（『御堂関白記』では倫子・敦成親王）
寛弘 6（1009） 10月 4 日 一条院内裏焼亡 脩子内親王・敦康親王

12月 26日 内裏参入 彰子・敦成親王・敦良親王
長和 2（1014） 1 月 10日 朝覲行啓 倫子・敦成親王

里第に退出 妍子・倫子

4月 15日 土御門第還啓（途中、
彰子の枇杷殿に渡る） 妍子・倫子

24日 賀茂祭見物 三条天皇皇子 4名・道長
25日 賀茂祭見物 敦成親王・道長

長和 3（1015） 2 月 9 日 内裏焼亡 妍子・敦成親王
10月 25日 宇治第遊覧 敦康親王・道長
11月 10日 脩子内親王第参入 敦康親王・道長

長和 4（1016） 9 月 20日 新造内裏還幸 敦成親王・倫子
長和 5（1017） 2 月 7 日 即位式 彰子・後一条天皇

4月 21日 賀茂斎院御禊見物 敦良親王・道長
24日 賀茂祭見物 敦良親王・敦康親王・道長

6月 2日 一条院遷御 彰子・後一条天皇
9月 24日 枇杷殿焼亡 三条院・妍子

寛仁元（1017） 11月 25日 賀茂社行幸 彰子・後一条天皇
寛仁 2（1018） 4 月 28日 新造内裏還宮 彰子・後一条天皇

10月 22日 上東門第行幸 彰子・後一条天皇
寛仁 3（1019） 3 月 21日 道長出家 彰子・威子

22日 上東門第行啓 彰子・威子
4月 11日 内裏還啓 彰子・威子

寛仁 4（1020） 3 月 22日 無量寿院落慶供養 彰子・威子
治安元（1021） 10月 14日 春日社行幸 彰子・後一条天皇
治安 2（1022） 7 月 13日 御堂遷御　　 彰子・威子

14日 法成寺金堂供養 彰子・威子
治安 3（1023） 4 月 1 日 禎子内親王着裳 妍子・禎子内親王

5月 26日 内裏参入 彰子・威子
長元元（1028） 1 月 22日 道長七十七日法会 彰子・威子・倫子
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成
明
親
王
を
出
産
す
る
。
穏
子
が
皇
太
后
に
な
っ
た
承
平
元
年
か
ら
天
暦
八
年
の

間
、
後
宮
に
は
中
宮
・
皇
后
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
穏
子
が
中
宮
と
な
っ
た
延

長
元
年
以
降
、
中
宮
の
呼
称
は
穏
子
を
指
し
た
。

彰
子
・
妍
子
・
威
子
は
道
長
と
倫
子
を
父
母
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
彰
子
は
長
保

元
年
（
九
九
九
）
に
一
条
に
入
内
し
、
同
二
年
に
中
宮
と
な
る
。
当
時
、
中
宮
位

に
は
藤
原
定
子
が
い
た
が
、
出
家
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
大
原
野
社
の
祭
祀
を
行

う
者
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
定
子
を
皇
后
と
し
彰
子
を
中
宮
に
す
る

と
い
う
一
帝
二
后
の
状
態
が
生
じ
た
。
長
和
元
年
（
一
〇
一
三
）
に
皇
太
后
と
な

り
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
に
太
皇
太
后
、
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
に
出
家

し
、
上
東
門
院
を
号
す
る
。
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
に
八
十
七
歳
で
崩
御
す
る
。

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
に
敦
成
親
王
、
翌
六
年
に
敦
良
親
王
を
出
産
し
、
後
一

条
・
後
朱
雀
の
母
と
し
て
多
大
な
影
響
力
を
有
し
た
。
妍
子
は
寛
弘
元
年
に
内
侍

と
な
り
、
寛
弘
七
年
に
東
宮
居
貞
親
王
に
入
内
し
、
同
八
年
、
三
条
即
位
の
ち
女

御
宣
下
を
受
け
る
。
長
和
元
年
に
、
の
ち
に
皇
后
と
な
る
三
条
女
御
藤
原
娍
子
に

先
立
ち
中
宮
と
な
り
、
同
二
年
に
は
内
親
王
を
出
産
す
る
。
寛
仁
二
年
に
皇
太
后

と
な
り
、
万
寿
四
年
に
出
家
し
、
即
日
、
三
十
四
歳
で
崩
御
す
る
。
威
子
は
長
和

元
年
に
内
侍
、
寛
仁
元
年
に
御
匣
殿
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
寛
仁
二
年
に
後
一
条

に
入
内
し
女
御
、
つ
い
で
中
宮
と
な
る
。
万
寿
三
年
に
章
子
内
親
王
、
長
元
二
年

（
一
〇
二
九
）
に
馨
子
内
親
王
を
出
産
す
る
。
長
元
九
年
に
出
家
し
、
そ
の
二
日

後
三
十
八
歳
で
崩
御
す
る
。

以
上
五
名
の
身
位
の
変
遷
は
表
3
・
表
4
の
通
り
で
あ
り
、
温
子
・
穏
子
の
場

合
は
、
温
子
が
皇
太
夫
人
で
あ
る
間
は
、
穏
子
は
女
御
で
あ
り
、
穏
子
が
中
宮
と

な
っ
た
の
は
、
温
子
が
崩
御
し
た
後
で
あ
る
。
両
者
が
后
位
に
あ
る
時
期
は
か

ぶ
っ
て
い
な
い
。
一
方
、
彰
子
・
妍
子
・
威
子
の
場
合
は
、
三
者
の
后
位
に
あ
る

時
期
が
か
ぶ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
温
子
・
穏
子
で
は
后
同
士
の
同
乗
に
は
な
ら

ず
、
彰
子
・
妍
子
・
威
子
の
場
合
は
后
同
士
の
同
乗
に
な
っ
た
。
后
同
士
の
同
乗

が
、
后
位
を
占
め
る
一
家
の
権
威
を
表
せ
る
の
は
、
同
乗
す
る
両
者
が
后
位
に
あ

る
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
温
子
・
穏
子
の
時
に
こ
の
姉
妹
の

同
乗
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
二
人
で
は
后
同
士
に
は
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、

同
乗
を
母
后
と
天
皇
の
同
乗
以
外
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
生
じ
る
状
況
に

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
彰
子
・
妍
子
・
威
子
は
同
母
姉
妹
で
あ
る
が
、
温
子
・
穏
子
は
異
母
姉

妹
で
あ
る
。
基
本
的
に
当
時
は
母
が
違
え
ば
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
も
別
に
育
つ
。

同
じ
父
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
両
者
の
関
係
の
紐
帯
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ

【表 3】

年 温子 穏子

仁和 4年（888） 入内／更衣→女御

↓

寛平 9年（897） 皇太夫人（中宮を称す）

↓

延喜元年（901） ↓ 女御

↓ ↓

延喜 5年（905） 出家 ↓

↓ ↓

延喜 7年（907） 崩御（36歳） ↓

↓

延長元年（923） 中宮

↓

承平元年（931） 皇太后

↓

天慶 9年（946） 太皇太后

↓

天暦 8年（954） 崩御（70歳）
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ろ
う
が
、
そ
の
父
で
あ
る
基
経
は
穏
子
が
入
内
す
る
以
前
の
寛
平
三
年
（
八
九

一
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
温
子
の
入
内
は
父
基
経
の
働
き
で
あ
ろ
う
が
、
穏
子

の
入
内
は
同
母
兄
で
あ
る
時
平
等
の
働
き
で
あ
ろ
う
。
後
見
と
な
る
人
物
も
違
い

一
家
と
い
う
意
識
の
礎
で
あ
る
父
も
な
く
、
両
者
が
基
経
流
と
い
う
既
に
中
心
人

物
の
な
い
流
派
を
、
連
携
し
て
盛
り
立
て
よ
う
と
す
る
動
き
を
取
ろ
う
と
す
る
と

は
考
え
に
く
い
。

さ
ら
に
、
温
子
と
穏
子
は
居
所
が
異
な
る
。
彰
子
・
威
子
や
妍
子
・
威
子
の
同

乗
は
、
殿
舎
は
違
う
が
同
じ
内
裏
か
ら
出
発
し
た
り
、
両
者
が
一
旦
土
御
門
殿
に

移
っ
て
か
ら
の
同
乗
で
あ
る
）
45
（

。
移
御
の
目
的
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
違
う
居
所
か
ら

同
じ
場
所
に
集
ま
っ
て
、
共
に
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
姉
妹

関
係
を
前
提
と
し
た
移
御
を
し
よ
う
に
も
、
両
者
を
一
家
と
し
て
つ
な
い
で
い
た

基
経
家
は
す
で
に
な
い
た
め
、
基
経
関
係
と
い
う
共
通
の
目
的
が
な
け
れ
ば
わ
ざ

わ
ざ
違
う
場
所
か
ら
同
乗
す
る
必
要
性
も
機
会
も
な
い
。

以
上
の
要
因
か
ら
、
温
子
・
穏
子
の
時
に
は
姉
妹
で
后
同
士
の
同
乗
に
は
な
ら

な
か
っ
た
。
一
方
、
条
件
の
そ
ろ
っ
た
道
長
の
頃
の
後
期
摂
関
期
に
こ
そ
、
姉
妹

で
后
同
士
の
同
乗
と
い
う
新
た
な
形
が
生
じ
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
史
料
の
記
事
を
追
っ
て
、
後
期
摂
関
期
に
お
け
る
同
乗
に
つ
い
て
見
て

き
た
。

同
乗
は
権
威
や
人
間
関
係
の
顕
示
や
構
築
の
場
と
し
て
重
要
か
つ
有
効
な
ツ
ー

ル
で
あ
り
、
後
期
摂
関
家
は
こ
れ
を
政
治
的
に
利
用
し
た
。
同
時
に
、
後
期
摂
関

家
の
後
宮
政
策
に
よ
っ
て
同
乗
の
影
響
力
や
機
会
を
さ
ら
に
有
す
る
こ
と
と
な
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
同
乗
の
政
治
的
利
用
は
一
段
と
盛
ん
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
同

乗
は
後
期
摂
関
家
の
権
力
の
確
立
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

最
後
に
摂
関
期
以
降
の
同
乗
の
様
相
の
一
端
を
、
后
同
士
の
同
乗
に
注
目
し
て

簡
単
に
で
は
あ
る
が
確
認
し
た
い
。

院
政
期
に
か
け
て
も
、
后
同
士
の
同
乗
の
例
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
姉
妹

が
連
続
す
る
天
皇
の
后
と
な
っ
た
例
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
藤
原
忠
通
の

娘
、
聖
子
・
育
子
・
呈
子
は
そ
れ
ぞ
れ
崇
徳
・
二
条
・
近
衛
天
皇
の
中
宮
と
な
っ

た
。
藤
原
公
能
の
娘
、
多
子
・
忻
子
は
そ
れ
ぞ
れ
近
衛
天
皇
皇
后
・
後
白
河
天
皇

中
宮
と
な
り
、
多
子
は
二
条
天
皇
後
宮
に
も
入
り
、
太
皇
太
后
に
な
っ
て
い
る
。

【表 4】
年 彰子 妍子 威子

長保元年（999） 入内／女御
↓

長保 2年（1000） 中宮
↓

寛弘元年（1004） ↓ 内侍
↓ ↓

寛弘 7年（1010） ↓ 入内
↓ ↓

寛弘 8年（1011） ↓ 女御
↓ ↓

長和元年（1012） 皇太后 中宮 内侍
↓ ↓ ↓

寛仁元年（1016） ↓ ↓ 御匣殿別当
↓ ↓ ↓

寛仁 2年（1018） 太皇太后 皇太后 入内／女御→中宮
↓ ↓ ↓

万寿 3年（1026） 出家／上東門院 ↓ ↓
↓ ↓ ↓

万寿 4年（1027） ↓ 崩御（34歳） ↓
↓ ↓

長元 9年（1036） ↓ 崩御（38歳）
↓

承保元年（1074） 崩御（87歳）
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こ
の
聖
子
・
育
子
・
呈
子
と
多
子
・
忻
子
の
場
合
を
考
え
る
に
は
様
々
な
視
点
が

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
「
養
子
」
と
い
う
点
に
注
目
し
よ
う
と
思
う
。

聖
子
・
育
子
・
呈
子
の
場
合
、
聖
子
は
忠
通
の
実
子
で
あ
る
が
、
他
二
人
は
養

子
で
あ
り
、
呈
子
の
実
父
母
は
藤
原
伊
通
・
藤
原
玄
子
、
育
子
の
実
父
母
は
藤
原

実
能
・
源
俊
子
で
あ
る
。
多
子
・
忻
子
は
同
父
母
姉
妹
で
は
あ
る
が
、
多
子
は
藤

原
頼
長
の
養
女
と
な
っ
て
い
る
。
忠
通
と
頼
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
養
女
と
し
た
多
子

と
呈
子
を
近
衛
天
皇
に
嫁
が
せ
る
構
図
に
な
っ
て
お
り
、
多
子
と
呈
子
が
養
父
の

娘
と
し
て
入
内
し
た
こ
と
、
実
父
の
娘
と
し
て
ふ
る
ま
う
立
場
に
な
か
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
一
方
、
養
子
と
し
て
兄
弟
姉
妹
関
係
に
な
っ
た
場
合
は
、
血
縁
を
意

識
す
る
こ
と
も
な
く
、
強
い
つ
な
が
り
を
築
く
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
養
子
と
し
て
姉
妹
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
姉
妹
間
で
強
力
な
結
び
つ
き

を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
か
と
い
っ
て
同
父
母
姉
妹
で
も
養
子
に
出
て
し

ま
え
ば
、
そ
の
子
女
は
養
父
の
影
響
下
に
あ
り
、
元
の
姉
妹
と
一
家
と
し
て
の
意

識
は
持
ち
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
姉
妹
で
あ
る
后
同
士
の
同
乗
に
は
父
親
（
時
に
兄
弟
）
の
働
き
か
け
が

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
二
例
に
つ
い
て
も
父
親
（
養
子
に
な
っ
て
い
る
場

合
は
養
父
）
の
存
在
を
考
え
た
い
。
後
期
摂
関
期
に
お
い
て
は
、
后
同
士
の
同
乗

は
前
例
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
現
で
き
た
の
は
道
長
が
政
治
の

主
導
者
と
し
て
存
在
感
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
背
景
に
あ
る
。
左

大
臣
で
あ
り
、
摂
関
で
あ
り
、
后
の
父
親
で
あ
り
、
天
皇
の
外
戚
で
あ
る
と
い
う
、

前
例
主
義
の
宮
廷
社
会
の
中
で
異
例
を
打
ち
立
て
て
も
、
周
囲
の
反
発
を
受
け
、

と
も
す
れ
ば
立
場
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
状
況
に
な
ら
な
い
だ
け
の
根
拠
を
有
し

て
い
た
か
ら
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
多
子
・
忻
子
の
場
合
、
多
子
は
頼
長
の
養

女
に
な
っ
て
い
る
が
、
仮
に
両
者
に
公
能
の
娘
と
し
て
の
意
識
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
摂
関
や
氏
長
者
で
な
い
公
能
に
異
例
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
も
の
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
頼
長
・
忠
通
に
し
て
も
、
摂
関
家
で
は
あ
る
も
の
の
、
摂
関
家
の
弱

体
化
と
内
部
分
裂
、
ま
た
、
天
皇
家
ひ
い
て
は
政
治
を
領
導
す
る
院
の
存
在
が
あ

り
、
社
会
的
な
絶
対
性
は
持
ち
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
道
長
の
先
例
が
あ
る
と
は

い
え
、
異
例
に
は
変
わ
り
な
い
こ
と
を
で
き
る
だ
け
の
立
場
で
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

何
度
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
后
同
士
の
同
乗
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
后
同

士
が
姉
妹
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
の
状
況
が
成
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、

道
長
の
娘
が
連
続
す
る
三
代
の
天
皇
に
そ
れ
ぞ
れ
入
内
し
た
、
い
わ
ゆ
る
一
家
三

后
と
い
う
後
宮
政
策
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
外
戚
で
あ
る
こ
と
、
左

大
臣
・
摂
関
と
し
て
政
権
の
核
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
異
例
を
、
先

例
を
知
ら
な
い
愚
か
な
行
為
に
し
な
い
だ
け
の
前
提
を
有
し
て
い
た
。
后
同
士
の

同
乗
が
摂
関
家
の
権
威
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
「
形
」
と
す
る
な
ら
、
中
身
を
伴
わ
な

い
も
の
は
愚
行
と
さ
れ
、
中
身
が
伴
っ
て
い
れ
ば
、
受
け
手
が
内
心
に
思
う
も
の

が
多
少
は
あ
ろ
う
が
、
内
実
を
備
え
た
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
も
そ
も
「
形
」
が
で
き
な
か
っ
た
前
期
摂
関
期
に
も
、
摂
関
家

の
弱
体
化
に
よ
り
「
中
身
」
が
伴
わ
な
か
っ
た
院
政
期
に
も
、
こ
の
事
例
は
見
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

后
同
士
の
同
乗
の
例
が
後
期
摂
関
期
の
み
で
、
以
前
・
以
降
に
は
見
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
摂
関
家
が
そ
の
地
位
を
確
立
し
、
の
ち
に
摂
関
政
治
か
ら
院
政

へ
と
移
行
し
て
い
く
な
か
で
変
化
す
る
摂
関
家
の
様
相
を
反
映
し
て
の
も
の
で
あ

る
。
後
期
摂
関
期
以
前
・
以
降
と
通
観
す
る
と
、
後
期
摂
関
期
に
お
い
て
、
貴
族

社
会
の
な
か
で
他
家
と
は
一
線
を
画
す
「
家
格
の
形
成
」
を
図
っ
た
摂
関
家
の
動

向
と
し
て
、
后
同
士
の
同
乗
の
特
異
性
が
殊
更
に
浮
き
上
が
っ
て
見
え
る
だ
ろ
う
。
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註（
1
）
服
藤
早
苗
「
九
世
紀
の
天
皇
と
国
母

女
帝
か
ら
国
母
へ
」（
小
嶋
菜
温
子

他
『
物
語
研
究
』、
物
語
研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
東
海
林
亜
矢
子
「
摂
関
期

の
后
母
│
源
倫
子
を
中
心
に
│
」（
服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
女
性
と
政
治
文
化
』、

明
石
書
店
、
二
〇
一
七
年
）

（
2
）
東
海
林
前
掲
注
１
論
文

（
3
）
倉
田
実
『
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

（
4
）
京
樂
真
帆
子
『
牛
車
で
行
こ
う
！
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
5
）
東
海
林
前
掲
注
1
論
文
、（
八
八
頁
）、
吉
川
真
司
「
摂
関
政
治
の
転
成
」

（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）

（
6
）
東
海
林
前
掲
注
1
論
文

（
7
）
倉
田
前
掲
注
3
論
文
（
二
九
二
頁
）

（
8
）
京
樂
前
掲
注
4
論
文

（
9
）
京
樂
前
掲
注
4
論
文
（
一
三
三
頁
）

（
10
）
同
乗
に
関
す
る
史
料
は
、
大
日
本
史
料
よ
り
『
小
右
記
』・『
御
堂
関
白

記
』・『
権
記
』・『
左
経
記
』
を
中
心
に
確
認
し
た
。
ま
た
、
上
記
以
外
の
史
料

も
大
日
本
史
料
か
ら
確
認
し
て
い
る
。

（
11
）
翌
日
の
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
三
月
二
十
二
日
条
に
も
「
今
暁
太
皇
太
后
・

中
宮
同
車
行
啓
、〈
行
啓
入
道
太
閤
上
東
門
第
、〉」
の
記
載
。

（
12
）
翌
日
の
『
小
右
記
』
治
安
二
年
七
月
十
四
日
条
に
も
「
去
夜
母
后
・
中
宮
合

乗
輦
従
西
院
上
東
門
院
渡
給
」
の
記
載
。

（
13
）
東
海
林
亜
矢
子
『
平
安
時
代
の
后
と
王
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）

（
九
五
、
九
六
頁
）

（
14
）
京
樂
前
掲
注
4
論
文
（
一
三
〇
頁
）

（
15
）
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
十
一
月
十
七
日
条

（
16
）
東
海
林
前
掲
注
1
論
文

（
17
）
東
海
林
前
掲
注
1
論
文

（
18
）
東
海
林
前
掲
注
1
論
文

（
19
）
彰
子
は
長
保
元
年
十
一
月
一
日
（『
御
堂
関
白
記
』）
の
入
内
時
に
、
妍
子
は

寛
弘
八
年
十
月
五
日
（『
御
堂
関
白
記
』）
の
三
条
天
皇
即
位
後
初
の
新
造
内
裏

参
入
で
、
威
子
は
寛
仁
二
年
三
月
七
日
（『
御
堂
関
白
記
』）
の
入
内
時
に
、
輦

車
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
妍
子
は
同
年
八
月
二
十
三
日
に
女
御
宣
下

を
受
け
て
い
る
。

（
20
）
『
扶
桑
略
記
』
同
日
条
に
「
中
宮
、
東
宮
同
輦
、」
の
記
載
。

（
21
）
東
海
林
前
掲
注
13
論
文

（
22
）
第
一
章
第
一
節
参
照

（
23
）
野
村
育
世
『
家
族
史
と
し
て
の
女
院
論
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
に
、

「
女
院
号
宣
下
の
の
ち
に
は
、
出
家
前
で
あ
っ
て
も
天
皇
と
の
同
輿
は
禁
じ
ら

れ
て
い
た
。
女
院
は
、
天
皇
を
取
り
巻
き
守
護
す
る
儀
礼
か
ら
は
、
基
本
的
に

外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

（
24
）
『
小
右
記
』
長
和
五
年
二
月
七
日
条

（
25
）
第
一
章
第
一
節
で
既
述
。
他
に
も
、『
小
右
記
』
永
祚
元
年
三
月
二
十
二
日

条
に
は
、
一
条
天
皇
と
母
后
藤
原
詮
子
の
同
乗
が
見
ら
れ
る
。

（
26
）
①
『
小
右
記
』
寛
弘
五
年
十
一
月
十
七
日
条
、
②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六

年
十
二
月
二
十
六
日
条
が
該
当
記
事
。

（
27
）
⑥
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
正
月
十
日
条
が
該
当
記
事
。

（
28
）
『
貞
信
公
記
』
天
慶
元
年
十
一
月
三
十
日
条

（
29
）
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
四
月
二
十
日
条

（
30
）
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
四
月
二
十
四
日
条

（
31
）
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
四
月
二
十
五
日
条

（
32
）
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
四
月
二
十
四
日
条

（
33
）
倉
田
前
掲
注
3
論
文

（
34
）
『
小
右
記
』
長
和
五
年
四
月
二
十
三
日
条

（
35
）
野
田
有
紀
子
「
行
列
空
間
に
お
け
る
見
物
」（『
日
本
歴
史
』
六
六
〇
、
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）（
五
頁
）

（
36
）
東
海
林
前
掲
注
13
論
文
（
四
三
頁
）

（
37
）
仁
藤
智
子
「「
都
市
王
権
」
の
成
立
と
展
開
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
六
八
、

青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）

（
38
）
京
樂
前
掲
注
4
論
文
（
一
三
〇
頁
）

（
39
）
野
田
前
掲
35
論
文
（
十
三
頁
）

（
40
）
『
権
記
』
長
保
三
年
十
一
月
十
七
日
条

（
41
）
東
海
林
前
掲
注
13
論
文
（
八
八
、
一
〇
六
頁
）



17

同乗から見る後期摂関権力の確立

（
42
）
表
1
参
照

（
43
）
表
2
参
照

（
44
）
東
海
林
前
掲
注
13
論
文
（
二
六
、
二
七
頁
）

（
45
）
彰
子
・
威
子
は
③
④
⑤
、
妍
子
・
威
子
は
⑩
。
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